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山　　形　　県　　公　　報 号外(18)平成15年３月31日（月曜日）

平成15年４月１日（火）

号　　外（24）

  目　　　　　次  

告　　　　示

　○行政書士法第14条第１項の規定に基づく行政書士の業務の停止……………………………（市  町 村 課）…１

　○山形県老人医療給付費負担金交付規程を廃止する規程………………………………………（長寿社会課）…同

  告　　　　　示  
山形県告示第325号

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第１項の規定により、次のとおり行政書士の業務の停止を命じた。

　　平成15年４月１日

 山形県知事　　 　　　橋　　　和　　　雄

１　処分を受けた者

　 　　氏　　　　　名　　武口良一郎

　 　　住　　　　　所　　天童市駅西一丁目11番34号

　 　　事務所の名称　　行政書士　武口事務所

　 　　事務所の所在地　　天童市駅西一丁目11番34号

２　業務の停止の期間

　　平成15年４月14日から同月28日までの15日間

山形県告示第326号

　山形県老人医療給付費負担金交付規程を廃止する規程を次のように定める。

　　平成15年４月１日

山形県知事　　 　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県老人医療給付費負担金交付規程を廃止する規程

　山形県老人医療給付費負担金交付規程（昭和58年１月県告示第156号）は、廃止する。

　　　附　則

　この規程は、平成15年４月１日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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